出張旅費規程

第1章 総則
第1条（目的） この規程は、役員または従業員（以下「社員」という）が社命により出張する場合の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条（適用範囲） この規程は、役員および全ての従業員に適用する。ただし、研修を目的とする出張については別途定めることがある。

第3条（旅費の定義） 本規程において旅費とは、交通費、宿泊費、および日当をいう。

第4条（旅費の計算）
1. 旅費は、原則として最も経済的な通常の経路および方法により計算する。ただし、業務上の必要、または天災その他やむを得ない事情がある場合は、実費を支給する。
2. 出張期間は、出張の目的を達するために要した日数とする。

第2章 出張の区分
第5条（出張の区分） 出張は次の通り区分する。
1. 日帰り出張：原則として勤務地より片道〔50〕kmを超す地域に出張し、宿泊を必要とせず当日中に帰着するもの。
2. 宿泊出張：原則として勤務地より片道〔100〕km以上の地へ出張し、宿泊を必要とするもの。

第3章 旅費
第6条（交通費）
1. 鉄道賃、航空賃、船賃およびバス代等、出張に要する実費を支給する。
2. 鉄道および航空機の利用クラスについては、職位および業務上の必要性に基づき、別表第3「利用交通機関の基準」に定める通りとする。
3. 前項の規定にかかわらず、身体上の理由、または急を要する業務上の事情により規定のクラスを利用できない場合は、部門長の承認を得て実費を支給することができる。

第7条（日当および宿泊料） 日当および宿泊料の支給額については、別表第1に通り定める通りとする。
1. 日当は、出張に伴う諸雑費の支払いに充てるものとし、宿泊を伴う場合は日数に応じて支給する。
2. 宿泊料は、宿泊施設の利用に要する費用に対し支給する。
第8条（上役者等との同行出張） 社外関係者または上役者と同行し、所定の宿泊料で宿泊することが困難な場合は、〔部門長〕の承認を得て実費を支給することができる。

第4章 海外出張
第9条（海外出張の定義） 海外出張とは、社命により日本国外の地域に赴き、職務を遂行することをいう。

第10条（交通機関の利用クラス）
1. 海外出張における交通機関の利用クラスは、別表第3「利用交通機関の基準」に定める通りとする。
2. 職位に関わらず、移動時間が片道〔8〕時間を超える場合、もしくは深夜・早朝便の利用等により心身の負担が著しいと認められる場合は、部門長の承認を得て、上位クラスを利用することができる。

第11条（海外日当および海外宿泊料）
1. 海外出張における日当および宿泊料の支給額は、別表第2に定める通りとする。
2. 宿泊料は、宿泊施設の利用に要する費用に対し、別表の定める上限額の範囲内で実費を支給する。
3. 渡航先が複数の地域にわたる場合は、当日の宿泊地の支給基準を適用する。

第12条（為替レートの適用） 海外出張における外貨建ての費用については、原則として〔出張当日の社内規定レート〕または〔領収書に記載されたカード決済時の換算レート〕に基づき円換算して精算する。

第13条（支度金） 海外出張が決定した際、旅券（パスポート）取得費、ビザ取得費、予防接種費用等の渡航に直接必要な諸経費については、会社がその実費を負担する。

第14条（海外旅行保険） 海外出張者については、出張期間中、会社負担にて適切な海外旅行保険に加入させるものとする。

第5章 雑則
第15条（インボイス制度への対応）
1. 出張に係る費用精算においては、国内出張における課税取引について、原則として適格請求書発行事業者が発行する適格請求書（インボイス）またはこれに準ずる書類を提出しなければならない。
2. 交通機関等、適格請求書の交付が困難な場合は、簡易インボイスまたは利用明細等により精算を認める。
3. 登録番号の記載がない場合は、原則として仕入税額控除の対象外として取り扱うものとする。
4. 海外出張における費用については本条の対象外とし、領収書等に基づき精算するものとする。

第16条（電子帳簿保存法への対応）
1. 出張に係る領収書および請求書は、電子帳簿保存法の要件に基づき電子データでの保存を認める。
2. 電子データで受領した証憑は、改ざん防止措置および検索機能を備えた方法で保存するものとする。
3. 紙で受領した証憑については、スキャナ保存を行う場合、同法の定める要件に従う。

第17条（上役者等との同行出張） 社外関係者または上役者と同行し、所定の宿泊料で宿泊することが困難な場合は、〔部門長〕の承認を得て実費を支給することができる。

第18条（その他の費用） 出張中、やむを得ずタクシー等を利用した場合、または社用のために要した通信費、運搬費、その他必要な費用については、領収書を添えて請求することにより、実費を支給する。

第19条（出張中の災害等）
1. 出張中、不慮の災害に遭い、または傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部または一部を支給する。
2. 前項の場合、家族が看護のために滞在地に旅行する際は、〔1名〕に限り交通費および宿泊費の実費を支給することがある。
3. 
第20条（死亡時の取扱い） 出張中に社員が死亡したときは、遺族に対し、遺族の旅費（交通費・宿泊費実費）および遺体の運送に要する費用を支給する。


附則
本規程は、令和〔　〕年〔　〕月〔　〕日より施行する。

【別表第1】国内出張旅費支給基準表
	役職区分
	日帰り出張手当
（日当）
	宿泊出張手当
（日当）
	国内宿泊料
（上限）

	社長
	5,000円
	5,000円
	15,000円

	役員
	4,500円
	4,500円
	13,000円

	管理職
	4,000円
	4,000円
	11,000円

	一般社員
	3,500円
	3,500円
	9,500円









【別表第2】海外出張旅費支給基準表
	役職区分
	海外日当
	海外宿泊料（上限）

	社長
	10,000円
	30,000円

	役員
	9,000円
	27,000円

	管理職
	8,000円
	24,000円

	一般社員
	7,000円
	21,000円









【別表第3】利用交通機関の基準表
	役職区分
	鉄道（新幹線・特急等）
	航空機（国内線）
	航空機（海外線）

	社長
	グリーン車
	プレミアムクラス／
ファーストクラス
	ビジネスクラス以上

	役員
	グリーン車
	プレミアムクラス／
ファーストクラス
	ビジネスクラス

	管理職
	普通車（指定席）
	エコノミークラス
	エコノミークラス

	一般社員
	普通車（指定席）
	エコノミークラス
	エコノミークラス



